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１ 議 事 日 程 

   〔令和２年太宰府市議会第２回（５月）臨時会〕 

                                    令和２年５月７日 

                                    午 後 １ 時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１       会議録署名議員の指名 

 日程第２       会期の決定 

 日程第３ 議案第31号 太宰府市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 日程第４ 議案第32号 令和２年度太宰府市一般会計補正予算（第２号）について 

 日程第５ 議案第33号 令和２年度太宰府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて 

２ 出席議員は次のとおりである（１８名）        

  １番  栁 原 荘一郎 議員         ２番  宮 原 伸 一 議員 

  ３番  舩 越 隆 之 議員         ４番  徳 永 洋 介 議員 

  ５番  笠 利   毅 議員         ６番  堺     剛 議員 

  ７番  入 江   寿 議員         ８番  木 村 彰 人 議員 

  ９番  小 畠 真由美 議員         10番  上     疆 議員 

  11番   田 久美子 議員         12番  神 武   綾 議員 

  13番  長谷川 公 成 議員         14番  藤 井 雅 之 議員 

  15番  門 田 直 樹 議員         16番  橋 本   健 議員 

  17番  村 山 弘 行 議員         18番  陶 山 良 尚 議員 

３ 欠席議員は次のとおりである 

   な   し 

４ 会議録署名議員 

  ７番  入 江   寿 議員         ８番  木 村 彰 人 議員 

５ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（１０名） 

  市    長  楠 田 大 蔵        副  市  長  清 水 圭 輔 

  教  育  長  樋 田 京 子        総 務 部 長  山 浦 剛 志   総 務部理 事  五 味 俊太郎        市民生活部長  濱 本 泰 裕 
   健康福祉部長  友 田   浩                田 中   縁 
 

  教 育 部 長  菊 武 良 一        教 育部理 事  堀   浩 二 

６ 職務のため議事室に出席した事務局職員の職氏名（４名）        

  議会事務局長  阿 部 宏 亮        議 事 課 長        花 田 善 祐 

  書    記  斉 藤 正 弘        書    記  平 田 良 富 

健康福祉部理事
兼高齢者支援課長 
兼包括支援センター所長
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              開会 午後１時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（陶山良尚議員） 皆さん、こんにちは。 

 ただいまの出席議員数は18名です。 

 定足数に達しておりますので、令和２年太宰府市議会第２回臨時会を開会します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程はお手元に配付しているとおりです。 

 議事に入ります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（陶山良尚議員） 日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 今回の会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、 

    ７番、入江 寿議員 

    ８番、木村彰人議員 

   を指名します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２ 会期の決定 

○議長（陶山良尚議員） 日程第２、「会期の決定」を議題とします。 

 お諮りします。 

 本臨時会の会期は、本日１日間にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（陶山良尚議員） 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日１日間とすることに決定いたしました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３から日程第５まで一括上程 

○議長（陶山良尚議員） お諮りします。 

 日程第３、議案第31号「太宰府市国民健康保険条例の一部を改正する条例について」から日

程第５、議案第33号「令和２年度太宰府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて」までを一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（陶山良尚議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

              〔市長 楠田大蔵 登壇〕 

○市長（楠田大蔵） 皆様、こんにちは。 
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 本日、令和２年太宰府市議会第２回臨時会を招集いたしましたところ、議員の皆様におかれ

ましては、短期間に２度目の臨時会という極めて異例の事態にもかかわりませず、大変ご多用

の中、ご理解、ご協力を賜りご参集をいただきまして厚く御礼を申し上げます。 

 思えば昨年のこの時期は、新元号令和のご縁をいただいたことから大変なご注目をいただ

き、職員挙げてゴールデンウイークを返上し対応に当たりました。今年は打って変わって、新

型コロナウイルス対策のため、やはりゴールデンウイークを返上し、相談業務や郵送作業など

に職員挙げて当たってくれております。 

 私が就任間もなくのころ、市政の混乱からの脱却を目指し６月議会に向け施政方針や肉づけ

予算の作成に当たってくれた一昨年の今ごろも含め、職員諸氏が市と市民のためという一心で

たび重なり奮闘してくれておりますことにも、改めて敬意と感謝の意を表したいと思います。 

 さて、政府は全都道府県を対象に緊急事態宣言を５月31日まで延長することを決定し、福岡

県は引き続き特定警戒都道府県に位置づけられることとなりました。これを受け、福岡県は外

出自粛の要請や休業協力の要請を引き続き５月31日まで行うことといたしました。 

 本市においては、これまで議員各位、市民の皆様の多大なるご理解、ご協力のたまもので陽

性者の判明も３名にとどまっておりますが、ここで対策を緩めてこれまでの対策が台なしとな

ってしまわないよう、基本的には県の方針に従い、これまでの対策を５月31日まで続けること

といたします。 

 一方、市民の憩いの場でもあります史跡地の駐車スペースや公園の遊具は５月11日より規制

を解除し、新たな論点となりました学校の分散登校や図書館、博物館等一部施設の開館などに

つきましては、県や近隣自治体の判断も参考にしながら慎重に検討してまいります。 

 やはり国際観光都市であり令和発祥の都ともなりました本市が、令和の始まりから１年を迎

え、本来であれば絶好の書き入れどきにお客様を呼び込むことができないということは痛恨の

きわみであり、期限の延長による経済、生活への影響もさらに大きくなってまいります。 

 さきにお認めいただいた事業者向けの国、県の給付金への最大30万円の独自上乗せ、通称が

んばろう令和支援金や雇用支援、子どもたちへの図書カード配布などを速やかに実行に移して

まいりますとともに、市税等の猶予や減免などのご相談にも懇切丁寧に対応してまいります。 

 また、本日よりスタートいたしますふるさと納税クラウドファンディング太宰府Ｂｅａｕｔ

ｉｆｕｌ Ｈａｒｍｏｎｙファンドや新型コロナウイルス被害支援ふるさと納税、マスク寄附

の呼びかけなどにより令和発祥の都太宰府らしい美しい調和、助け合いを可能にしてまいりま

す。 

 さらには、本日提案いたします特別定額給付金や小・中学校のＩＣＴ環境整備事業、妊婦さ

んへの応援キットの配布、ごみ収集業者さんへの支援物資配布、高齢者施設への支援、ひとり

親世帯への支援、住居確保支援なども、ご承認いただき次第できるだけ早く実施をしてまいり

ます。 

 おかげさまで内容、予算規模、スピード感いずれも兼ね備えていただいた本市独自の支援策
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と国、県などの施策を最大限活用しながら、もう一踏ん張り市民一致団結してこの苦境を乗り

越え、近い将来の輝かしいＶ字回復に必ずやつなげてまいりたいと思いますので、引き続きの

ご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 さて、本日ご提案申し上げます案件は、条例改正１件、補正予算２件、議案のご審議をお願

い申し上げるものであります。 

 それでは、提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第31号から議案第33号までを一括してご説明申し上げます。 

 最初に、議案第31号「太宰府市国民健康保険条例の一部を改正する条例について」ご説明申

し上げます。 

 今回の改正は、国に設置された新型コロナウイルス感染症対策本部におきまして、新型コロ

ナウイルス感染症に関する緊急対応策の第二弾といたしまして、国民健康保険における新型コ

ロナウイルス感染症に感染した被用者などに傷病手当金の支給を行うことを検討するよう要請

されたことを受けまして、条例の一部を改正する必要が生じたため、地方自治法第96条第１項

第１号の規定により議会の議決を求めるものであります。 

 次に、議案第32号「令和２年度太宰府市一般会計補正予算（第２号）について」ご説明申し

上げます。 

 今回の補正予算は、歳入歳出をそれぞれ75億9,360万8,000円増額し、予算総額を330億

4,122万8,000円にお願いするものであります。 

 主な内容といたしましては、新型コロナウイルス感染症によって休校中の小・中学校の学習

支援のためにＩＣＴ環境がより重要となり、子どもたちの学びの機会の保障に効果的であるこ

とから、国のＧＩＧＡスクール構想に基づき、児童・生徒１人１台のコンピューター整備を推

進するための費用を計上させていただいております。 

 また、妊娠中の方やごみ収集業者への新型コロナウイルス感染症感染防止のための支援に要

する費用、感染リスクが高い介護等の最前線で献身的に業務に従事しておられる方々が安心し

て従事できるよう支援する高齢者施設等に対しての特別支援金、ひとり親世帯の生活を支援す

る給付金を計上させていただいておりますとともに、経済的困窮により住居を失ったまたは失

うおそれがある市民に対して支給する住居確保給付金を、国の新型コロナウイルス感染症対策

で要件が拡充されたことにより追加計上させていただいております。 

 そのほかには、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として全額補助を受けて実施し

ます全市民対象に１人10万円を支給する特別定額給付金に要する費用、既存の児童手当に１人

１万円を加算して支給する子育て世帯臨時特別給付金に要する費用などを計上させていただい

ております。 

 次に、議案第33号「令和２年度太宰府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて」ご説明申し上げます。 

 今回の補正予算は、歳入歳出にそれぞれ334万8,000円を追加し、予算総額を72億748万
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5,000円にお願いするものであります。 

 内容といたしましては、国の新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策の第二弾とし

て、国民健康保険において、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者などに傷病手当金を

支給する費用を計上いたしております。財源につきましては、国からの特例的な財政支援が決

定されております。 

 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（陶山良尚議員） 説明は終わりました。 

 ここで暫時休憩いたします。 

              休憩 午後１時09分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後３時00分 

○議長（陶山良尚議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りします。 

 議案第31号から議案第33号までは委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（陶山良尚議員） 異議なしと認め、委員会付託を省略します。 

 これから質疑を行いますが、ただいまのところ通告がありませんので、質疑なしと認めま

す。 

 これから討論、採決を行います。 

 議案第31号「太宰府市国民健康保険条例の一部を改正する条例について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（陶山良尚議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第31号を原案可決することに賛成の方は起立願います。 

              （全員起立） 

○議長（陶山良尚議員） 全員起立です。 

 よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午後３時01分〉 

○議長（陶山良尚議員） 次に、議案第32号「令和２年度太宰府市一般会計補正予算（第２号）に

ついて」討論を行います。 

 通告があっていますので、これを許可します。 

 12番神武綾議員。 

○１２番（神武 綾議員） 議案第32号「令和２年度太宰府市一般会計補正予算（第２号）につい
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て」、賛成の立場で討論いたします。 

 新型コロナ感染症拡大から緊急事態宣言、そして福岡県が特定警戒都道府県に指定されたこ

とにより、市民生活にさまざまな影響が出てきています。４月27日の臨時議会では地元の中小

業者、個人事業主の方への事業継続のための支援金、補助金が計上され、一定の安心感を与え

ていると思います。約３カ月間の学級休校によって、子どもたちの学習また心と体の変化が心

配されています。 

 今回の補正予算では、児童扶養手当の給付、子育て世帯臨時応援給付金が計上されています

が、この３カ月間の家庭での負担が増えたという声が多く聞かれます。給食がないことによる

家計の負担増です。給食費相当を子どもたちの昼食費用として早急に給付していただけるよ

う、検討していただくことをお願いいたします。おなかいっぱいになれば子どもたちも元気に

なります。その顔を見れば保護者も穏やかになれます。おうちで太宰府のフードデリバリーや

テイクアウトを利用することも可能ではないでしょうか。今後、生活支援、家計支援の予算配

分をさらに手厚く進めていただくことを要望いたしまして、同会派の藤井雅之議員とともに賛

成といたします。 

○議長（陶山良尚議員） 次に、５番笠利毅議員。 

○５番（笠利 毅議員） 議案第32号「令和２年度太宰府市一般会計補正予算（第２号）につい

て」、賛成の立場で討論いたします。 

 市としての今回の緊急事態に対する基本姿勢を見定めるつもりで議案質疑に臨みました。 

 今回の補正第２号は、前回、先月末の第１号が事業者中心のものであったのに対し、生活者

に視点を定めたものとなっており、必要な手を打っていこうというその姿勢をまずは評価した

いと思います。 

 私は、今の状況下で今回の生活支援を受けるということは本質的には国民としての権利に基

づくものだと考えておりますので、自治体ごとに支援に差がつくということは余り望ましい事

態だとは考えておりません。ただし、国にそのような姿勢が余り見られない中で、今回のよう

にそれぞれの市がそれぞれの立場でできることに努めていくということはやむを得ないことで

もあろうし、またやれる限りは積極的にやっておくべきことであろうというふうにも考えてい

ます。とはいえ、先ほど申しましたような考え方を持っておりますので、これからもさらに県

を通じ、国に対してもこうしてかかっていく必要な経費を取り戻してやろうというぐらいの気

持ちで近隣の市町とも手を携え合って足並みをそろえつつ、地方自治体としての立場で活動を

進めていっていただきたいと思っています。 

 さまざまなＢｅａｕｔｉｆｕｌ Ｈａｒｍｏｎｙ事業の財源について心配しておりました

が、先ほどの協議会で私が理解したところでは、何をしなければならないか、何が起きるかわ

からない状況下で善意の寄附といったものを中心にいざというときのバッファーをしっかりつ

くっておこうという姿勢であろうかと理解しております。そのことは評価していいと思いま

す。ただし、今後の展開によっては財源があろうとなかろうとやらなければならないことに直
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面するということもあろうかと思いますので、そのためにも前回予備費が認められているかと

は思います。腹を据えて、覚悟を決めて、今後の展開に対処していくように努めていただきた

いと思います。そのことを述べて賛成討論といたします。 

○議長（陶山良尚議員） 次に、８番木村彰人議員。 

○８番（木村彰人議員） 議案第32号「令和２年度太宰府市一般会計補正予算（第２号）につい

て」、賛成の立場で討論いたします。 

 本市緊急支援策の第二弾となる今回の補正予算は、全市民に一律10万円を給付する定額給付

金事業を中心に緊急事態宣言が継続する中、福祉、環境、教育の各分野、市民生活にかかわる

喫緊の課題に配慮した内容になりました。しかしながら、先般緊急事態宣言が５月７日から５

月31日に延長されたことにより、事業者支援であります事業継続化給付金の追加給付の必要性

がさらに高まったと感じております。ちなみに、４月中旬に実施された太宰府市商工会の会員

アンケートから読み取られる市内事業者の要望、切実な声として重要なポイントは次の２つで

あります。 

 １点目、継続的な現金給付が今すぐ必要であるということ。アンケートが実施された４月中

旬時点では、既に運転資金が厳しいというご意見が多数あり、緊急事態が約１カ月延びた今と

してはなおさらのことでしょう。 

 ２点目、支援の裏づけある方針を早く示せということ。３月よりも４月、４月よりも５月が

厳しくなるのは必至で、不安で将来を描けないというご意見が多数あり、これについては政治

判断を強く望むということでしょう。これらについては、本市だけでどうなるという問題では

ないのですが、そういうことはもちろん承知しております。先般、福岡県市長会により国、県

へ要望書が提出されましたが、改めて地方の切実な声を県を通して国に届けるとともに、もう

一歩踏み込んで県をして国のさらなる財政出動を促すことができないものかと考えます。この

難局を乗り越えるためには、本市だけでは限界ではないでしょうか。筑紫地区の近隣５市で連

携しつつ、福岡県をして国に働きかけ、日本政府を動かしていただけるよう楠田市長に切にお

願いして、私の賛成討論といたします。 

 以上です。 

○議長（陶山良尚議員） ほかに討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（陶山良尚議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第32号を原案可決することに賛成の方は起立願います。 

              （全員起立） 

○議長（陶山良尚議員） 全員起立です。 

 よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午後３時08分〉 



－20－ 

○議長（陶山良尚議員） 次に、議案第33号「令和２年度太宰府市国民健康保険事業特別会計補正

予算（第１号）について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

              （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（陶山良尚議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第33号を原案可決することに賛成の方は起立願います。 

              （全員起立） 

○議長（陶山良尚議員） 全員起立です。 

 よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午後３時09分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（陶山良尚議員） 以上で本臨時会に付議されました案件の審議は全て終了しました。 

 お諮りします。 

 本臨時会において議決されました案件について、各条項、字句、その他の整理を要するもの

につきましては、会議規則第42条の規定により、その整理を議長に委任願いたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（陶山良尚議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり決定しました。 

 これをもちまして令和２年太宰府市議会第２回臨時会を閉会したいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

              （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（陶山良尚議員） 異議なしと認めます。 

 よって、令和２年太宰府市議会第２回臨時会を閉会します。 

              閉会 午後３時09分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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